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 証 券 コ ー ド ： 6 9 4 1
 平 成 2 9 年 ６ 月 ８ 日

株 主 各 位
東京都大田区南蒲田二丁目16番２号

代表取締役社長 太 田 　 佳 孝

第62期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第62期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等によって議決

権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検

討いただき、後述のご案内に従って平成29年６月27日（火曜日）午後５時15分ま

でに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。
敬　具

記

１．日 時 平成29年６月28日（水曜日）午前10時

２．場 所 東京都大田区南蒲田一丁目20番20号

大田区産業プラザ PiO　４階　コンベンションホール

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。なお昨年と同じ場

所ですが、階および会場名が異なりますので、お間違えの

ないようご注意願います。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第62期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事

業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会

の連結計算書類監査結果報告の件

２．第62期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）計

算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役６名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

－ 1 －

株主各位
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４．議決権の行使についてのご案内

　(1) 書面による議決権行使の場合

　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年

６月27日（火曜日）午後５時15分までに到着するようご返送ください。

　(2) インターネットによる議決権行使の場合

　インターネットにより議決権を行使される場合には、４ページの＜インタ

ーネット等による議決権行使のご案内＞をご高覧のうえ、平成29年６月27日

（火曜日）午後５時15分までにご行使ください。

　(3) 書面ならびにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の

取り扱い

　書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インタ

ーネットによる議決権行使の内容を有効なものとしてお取り扱いいたします。

　(4) インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

　インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に

行使された内容を有効なものとしてお取り扱いいたします。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書面のうち、連結計算書類の連結注記表および計算書類の
個別注記表につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上
の当社ウェブサイト（アドレス http://www.yamaichi.co.jp)に掲載しておりますので、本招
集ご通知の提供書面には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の提供書面の連結
計算書類および計算書類は、監査役または会計監査人が監査報告または会計監査報告を作成
するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正する必要が生じた
場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス  
http://www.yamaichi.co.jp)に掲載いたしますのでご了承ください。

－ 2 －

株主各位
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議決権の行使方法のご案内

　株主総会における議決権は、株主の皆様が当社の経営に参画していただくことができる重要

な権利です。以下をご参照のうえ、いずれかの方法にてご行使くださいますようお願い申しあ

げます。

　議決権の行使には、以下の３つの方法がございます。

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

※当日ご出席の場合は、議決権行使書用紙の郵送またはインターネット
　等による議決権行使のお手続きはいずれも不要でございます。

詳細は次ページをご覧ください

議 決 権 行 使 書

御中

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

1.○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○
2.○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○
3.○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○

お　願　い

議　決　権　の　数株　主　総　会　日

基準日現在のご所有株式数

ログインID

仮パスワード 株主番号

個

株

年　　月　　日　

山一電機株式会社

年　　月　　日　

議　　 案

第2号議案

第1号議案

原案に対する賛否

（次の候補者を除く）

賛 　　否

第3号議案 賛 　　否

第5号議案 賛 　　否

第4号議案 賛 　　否

賛 　　否 議 　 決 　 権 　 の 　 数 個

（
切
　
取
　
り
　
線
）

山一電機株式会社

議決権行使書用紙を会場受付にご提

出ください。（捺印は不要です。）

平成29年6月28日(水)

午前10時

株主総会に出席

株主総会開催日時

議決権行使書用紙に各議案の賛否を

ご表示のうえ、ご投函ください。

平成29年6月27日(火)

午後5時15分までに到着

議決権行使書用紙を郵送

行使期限 行使期限

議決権行使サイト

（http://www.evote.jp/）にアクセス

していただき、賛否をご入力ください。

平成29年6月27日(火)

午後5時15分まで

インターネット等による行使

こちらに、各議案の賛否をご表示ください。

インターネット等による議決権行使に必要
となる「ログインID」と「仮パスワード」
が記載されています。

賛成の場合 　　　 　 “賛”に○印

否認する場合　　 　 “否”に○印

全員賛成の場合　 　 “賛”に○印

全員否認する場合 　 “否”に○印

一部の候補者を　 　 “賛”に○印をし、否認

否認する場合　　　　　する候補者の番号を記入

【第1、3、4、5号議案】

【第2号議案】

－ 3 －

株主各位
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インターネット等による議決権行使のご案内

　インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきま

すようお願い申しあげます。

　当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書用紙）またはインターネット等による議決権行使のお手

続きはいずれも不要でございます。

記

１．議決権行使サイトについて

議決権行使サイト http://www.evote.jp/

(1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマ
ートフォンまたは携帯電話（ｉモード、EZweb、Yahoo!
ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト
（ http://www.evote.jp/ ）にアクセスしていただく
ことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前
２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）
※「ｉモード」は(株)NTTドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、
「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標
です。

 

(2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使
は、インターネット接続にファイアーウォール等を使
用されている場合、アンチウイルスソフトを設定され
ている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主
様のインターネット利用環境によっては、ご利用でき
ない場合もございます。

 

(3) 携帯電話による議決権行使は、ｉモード、EZweb、
Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用くだ
さい。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信
（SSL通信）および携帯電話情報の送信が不可能な機
種には対応しておりません。

(4) インターネットによる議決権行使は、平成29年６月27
日（火曜日）の午後５時15分まで受け付けいたします
が、お早めに行使していただき、ご不明な点等がござ
いましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について

(1) 議決権行使サイト（ http://www.evote.jp/ ）におい
て、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」お
よび「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内
に従って賛否をご入力ください。

(2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすま
し”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご
利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワ
ード」の変更をお願いすることになりますのでご了承
ください。

(3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および
「仮パスワード」をご通知いたします。

３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

(1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使
された場合は、インターネットによる議決権行使の内
容を有効として取り扱わせていただきますのでご了
承ください。

(2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使
された場合は、最後に行使された内容を有効とさせて
いただきます。また、パソコン、スマートフォンと携
帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に
行使された内容を有効とさせていただきます。

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して
発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（イ
ンターネット接続料金等）は、株主様のご負担となりま
す。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信
料・その他携帯電話等利用による料金が必要になります
が、これらの料金も株主様のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

証券代行部

電話　0120-173-027
受付時間 9:00～21:00 通話料無料

（機関投資家の皆様へ）
　株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフ
ォームの利用を事前に申し込まれた場合には、上記のほ
か当該株主総会における電磁的方法による議決権行使の
方法として、当該プラットフォームをご利用いただくこ
とができます。

以　上

－ 4 －

株主各位
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

　当社では、中長期的に企業価値を高め、株主の皆様に対する安定的な配当

の維持と適正な利益還元を行うとともに、財務体質と経営基盤の強化を図る

ことを利益配分の基本方針としております。

　当期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の事業動向、財務基盤

等を総合的に勘案し、また、平成28年11月１日に創立60周年を迎え、これま

での株主の皆様への感謝の意を表し、１株につき普通配当15円に記念配当５

円を加えて、以下のとおりといたしたいと存じます。

（１）配当財産の種類

金銭といたします。

（２）配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金20円といたしたいと存じます。

（普通配当15円、創立60周年記念配当５円）

なお、この場合の配当総額は、432,466,740円となります。

（３）剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年６月29日といたしたいと存じます。

－ 5 －

剰余金の処分議案
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第２号議案　取締役６名選任の件

　取締役全員（６名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますの

で、取締役６名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者

番　号

氏　　　　名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位および担当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る

当社の株式数

１

お お た

太　田 　
よ し た か

佳　孝

(昭和23年10月10日生)

平成14年５月　当社入社
平成16年４月　当社上席執行役員

生産統括本部長
平成17年10月　当社佐倉事業所長
平成19年４月　当社経営企画部長
平成20年６月　当社取締役
平成21年６月　プライコンマイクロエ

レクトロニクスＩＮＣ.
取締役副社長

平成22年６月　当社監査役（常勤）
平成25年６月　当社代表取締役社長

（現任）

64,800株

【取締役候補者とした理由】
各部門における経験を通じて当社業務全般に関する幅広い知識・経験を
有しており、これまでの代表取締役社長としての実績を踏まえ、引き続
き取締役候補者としております。

２

つ ち や

土　屋　　　
たけし

武

(昭和36年６月１日生)

昭和59年４月　当社入社
平成16年２月　当社執行役員
平成18年４月　山一電子（深圳）有限

公司董事総経理
平成20年４月　当社執行役員、
　　　　　　　テストソリューション

事業部長（現任）
平成25年６月　当社取締役　兼　上席

執行役員（現任）
平成28年６月　当社光関連事業担当

15,100株

【取締役候補者とした理由】
営業部門を中心に当社業務に関する豊富な知識・経験を有し、子会社等
においても会社経営に携わってきました。これまでの取締役としての実
績を踏まえ、引き続き取締役候補者としております。

－ 6 －

取締役選任議案
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候補者

番　号

氏　　　　名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位および担当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る

当社の株式数

３

か め や

亀　谷 　
じゅんいち

淳　一

(昭和39年６月29日生)

昭和62年４月　当社入社
平成19年10月　山一電子（深圳）有限

公司董事総経理
平成24年４月　当社執行役員

生産本部長、生産管理
部長

平成25年４月　当社コネクタソリュー
ション事業部長（現任)

平成25年６月　当社取締役　兼　上席
執行役員（現任）

17,300株

【取締役候補者とした理由】
営業部門、生産部門を中心に当社業務に関する豊富な知識・経験を有し、
子会社等においても会社経営に携わってきました。これまでの取締役と
しての実績を踏まえ、引き続き取締役候補者としております。

４

新 任

ま つ だ

松　田 　
か ず ひ ろ

一　弘

(昭和39年４月11日生)

昭和63年12月　当社入社
平成21年４月　事業統括本部営業本部

海外営業部長
平成26年４月　ヤマイチエレクトロニクス

Ｕ．Ｓ．Ａ．，ＩＮＣ．
取締役社長

平成27年４月　当社執行役員（現任）
平成29年４月　当社管理本部長代理

（現任）

3,000株

【取締役候補者とした理由】
海外営業部門を中心に当社業務に関する豊富な知識・経験を有し、子会
社においても会社経営に携わってきました。これまでの実績を踏まえ、
新たに取締役候補者としております。

－ 7 －

取締役選任議案
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候補者

番　号

氏　　　　名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位および担当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る

当社の株式数

５

く す み

楠　美 　
けんしょう

憲　章

(昭和15年２月１日生)

昭和38年４月　日産自動車株式会社入社
平成10年６月　同社代表取締役副社長
平成14年４月　中央大学大学院客員教授
平成14年６月　日産車体株式会社社外

監査役
平成14年６月　カルソニックカンセイ

株式会社社外監査役
平成17年７月　中小企業・地域シェア

ドサービス株式会社
代表取締役社長

平成21年６月　日比谷総合設備株式会
社社外取締役（現任）

平成27年６月　当社社外取締役（現任）

－株

【社外取締役候補者とした理由】
企業の経営者として長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観
的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、引き続き社外
取締役候補者としております。

６

む ら た

村　田 　
と も ひ ろ

朋　博

(昭和43年６月17日生)

平成３年４月　大和証券株式会社入社
平成６年７月　株式会社大和総研入社
平成８年９月　モルガン・スタンレー

証券会社入社
平成21年２月　フロンティア・マネジ

メント株式会社入社
マネージング・ディレ
クター（現任）

平成27年６月　当社社外取締役（現任）

－株

【社外取締役候補者とした理由】
経営コンサルティングとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、
客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、引き続き
社外取締役候補者としております。なお、同氏は直接会社経営に関与さ
れた経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を
適切に遂行いただけると判断しております。

（注）１.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２.楠美憲章氏および村田朋博氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の有価証

券上場規程第436条の２に定める独立役員として届け出ております。両氏の再任が承

－ 8 －

取締役選任議案
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認された場合には、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

３.楠美憲章氏および村田朋博氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの

社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年であります。

４.当社は、楠美憲章氏および村田朋博氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合には、

当該契約を継続する予定であります。

第３号議案　監査役１名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役近岡伸氏が任期満了となりますので、新

たに監査役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

氏　　　　名

（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る

当社の株式数

新 任

か と う

加　藤 　
か つ い ち

勝　市

(昭和28年11月６日生)

平成14年６月　当社入社
平成15年11月　当社経理部長
平成16年５月　当社執行役員
平成20年４月　当社上席執行役員
平成20年６月　当社取締役（現任）
平成21年４月　当社管理本部長（現任)
平成24年８月　当社経理部長
平成28年６月　当社常務執行役員

（現任）

28,200株

【監査役候補者とした理由】
当社の経理部長および取締役として管理部門を担当するなど、業務や企業
経営の経験が豊富であり、財務・会計に関する相当程度の知見を有してお
ります。その豊富な経験と幅広い見識から当社の監査役として適任であ
ると判断し、新たに監査役候補者としております。

　　（注）候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

－ 9 －

取締役選任議案、監査役選任議案
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第４号議案　補欠監査役１名選任の件

　平成28年６月28日開催の第61期定時株主総会において補欠監査役に選任さ

れた松尾全治氏の選任の効力は本総会の開始の時までとされておりますので、

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役

１名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏　　　　名

（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る

当社の株式数

ま つ お

松　尾 　
ぜ ん じ

全　治

(昭和22年９月11日生)

昭和45年４月　東京芝浦電気株式会社
（現　株式会社東芝）
入社

平成７年４月　同社本社調達部企画担
当部長

平成12年６月　東芝ビジネスアンドラ
イフサービス株式会社
取締役

　　　　　　　用品販売事業部長
平成16年６月　同社常務取締役

調達部長、経営企画部長
平成19年６月　同社顧問
平成20年４月　同社取締役
　　　　　　　建設業経営業務管理責

任者
平成21年９月　同社退社

－株

【補欠の社外監査役候補者とした理由】
企業の経営者として長年の経験を有しており、客観的かつ公正な立場で
の取締役の職務の執行の監査を期待し、当社の社外監査役として適任と
判断したものであります。

（注）１.候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２.松尾全治氏は補欠の社外監査役候補者として選任するものであります。

３.松尾全治氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第１

項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

－ 10 －

補欠監査役選任議案
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第５号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

　当社の取締役の報酬等の額は、昭和61年３月17日開催の第30期定時株主総

会において、年額５億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を

含まない。）とご承認いただいており、また、平成19年６月27日開催の第52

期定時株主総会において、上記報酬額に賞与を含める旨の改定につきまして

ご承認いただいております。

　今般、当社は、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」と

いう。）に対し、中長期的な業績および企業価値の持続的な向上を図るイン

センティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を通じた株主

重視の経営意識を高めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、新た

に譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしたいと存じます。

　本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給

する報酬は金銭債権（以下「金銭報酬債権」という。）とし、その総額は、

上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額90百万円以内といた

します。また、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、

取締役会において決定することといたします。ただし、社外取締役に対して

は、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものといたします。

　なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないもの

といたしたく存じます。

　現在の取締役は６名（うち社外取締役２名）でありますが、第２号議案「取

締役６名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役は６名（うち

社外取締役２名）となります。

　また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給さ

れる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式につ

いて発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる

当社の普通株式の総数は年70,000株（ただし、本議案が承認可決された日以

降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）ま

たは株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分を

される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総

数を、合理的な範囲で調整する。）以内といたします。

　なお、その１株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日におけ

る東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立してい

－ 11 －

譲渡制限付株式付与の報酬決定議案
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ない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を

引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会

において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行または処分に

当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式

割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結するものとします。

（１）譲渡制限期間

　対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日より１年間から３

年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間（以下「譲渡制限期間」

という。）、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本

割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をし

てはならない（以下「譲渡制限」という。）。

（２）退任時の取扱い

　対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社または当社の子会社の取締役

または取締役を兼務しない執行役員を退任または退職した場合には、そ

の退任または退職につき、任期満了、死亡またはその他当社の取締役会

が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無

償で取得する。

（３）譲渡制限の解除

　上記（１）の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期

間中、継続して、当社または当社の子会社の取締役または取締役を兼務

しない執行役員の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部に

ついて、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。た

だし、当該対象取締役が、上記（２）に定める任期満了、死亡またはそ

の他当社の取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了す

る前に上記（２）に定める地位を退任または退職した場合には、譲渡制

限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に

応じて合理的に調整するものとする。

－ 12 －

譲渡制限付株式付与の報酬決定議案
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（４）組織再編等における取扱い

　上記（１）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が

消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または

株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただ

し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合

においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会

の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日ま

での期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織

再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上

記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制

限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（５）その他取締役会で定める事項

　上記のほか、本割当契約における意思表示および通知の方法、本割当

契約の改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とす

る。

以　上

－ 13 －

譲渡制限付株式付与の報酬決定議案
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

　　当連結会計年度の世界経済は、米国では個人消費の増加や雇用情勢の改

善を背景に堅調に推移し、欧州でも金融緩和により緩やかな回復が継続し

ました。また、中国では各種政策の効果により景気が底堅く推移し、世界

経済は穏やかな回復となりました。国内経済は、期初からの急激な円高が

企業収益に影響を与えたものの、年度後半にかけて為替相場が円安となっ

たことや輸出の増加などにより、企業収益に改善の動きが見られ、緩やか

な回復基調となりました。

　　当社グループの関連する電子部品業界においては、高機能スマートフォ

ンや高性能サーバーなどの情報通信関連機器向け半導体や各種電子部品、

自動車の電子化や自動運転に向けた車載用半導体や各種電子部品の需要は

好調な推移となりました。

　　このような状況のもと、当社は「創立60周年」を迎え、中期経営計画の

最終年度として“構造改革”“収益力強化”“成長戦略”の３本を柱とす

る「事業構造改革」に取り組み、グループ会社全体での連携を強化し、経

営の効率化と収益力の強化を図ってまいりました。

　　その結果、当連結会計年度の業績は、売価調整や為替変動（前期比１米

ドル当たり11円78銭の円高）の影響もあり、売上高は26,494百万円（前期

比1.2％減）、営業利益は2,714百万円（前期比6.8％減）、経常利益は2,561

百万円（前期比1.4％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は2,089百万

円（前期比45.2％増）となりました。

　　なお、売上高の内訳は、国内売上高6,138百万円（前期比4.8％減）、海

外売上高20,355百万円（前期比0.1％減）となりました。

－ 14 －

事業の状況
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　事業別の概況は次のとおりであります。

［テストソリューション事業］

　スマートフォンの高機能化やデータセンターの拡大、自動車の電子化や

自動運転など、幅広い産業領域で半導体投資が積極的に行われました。こ

れら領域にメモリ系やロジック系およびパワー系半導体向け検査用のバー

ンインソケット製品およびテストソケット製品の販売が好調に推移いたし

ました。

　その結果、売上高12,036百万円（前期比1.0％減）、営業利益1,926百万

円（前期比2.7％減）となりました。

［コネクタソリューション事業］

　　　　モバイルデータトラフィックの増大を背景とした通信インフラ関連機器

向け光トランシーバー用コネクタ製品が好調に推移し、また、自動車関連

向けや産業機器向けコネクタ製品も海外を中心に比較的堅調に推移いたし

ました。しかしながら、デジタル家電関連やアミューズメント関連向けは

低調な推移となり、加えて生産拠点再配置に伴う費用発生や円高の影響お

よび売価調整等により損益面で影響を受けました。

　　　　その結果、売上高13,188百万円（前期比2.5％減）、営業利益734百万円

（前期比19.8％減）となりました。

［光関連事業］

　医療機器および光通信向け薄膜フィルタ製品は引き続き堅調な推移とな

り、また、売上増と原価低減活動により損益面での改善が進みました。

　その結果、売上高1,269百万円（前期比11.3％増）、営業利益87百万円

（前期比116.9％増）となりました。

－ 15 －

事業の状況
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②　設備投資の状況

　当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は、1,516百万円で

あります。事業別の内訳は次のとおりであります。

　なお、生産能力に重要な影響をおよぼす固定資産の売却、撤去等はあり

ません。

事 業 区 分 設 備 投 資 額

テ ス ト ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 816百万円

コ ネ ク タ ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 361

光 関 連 事 業 5

全 社 （ 共 通 ） 333

合　　　　計 1,516

③　資金調達の状況

　記載すべき重要な事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　記載すべき重要な事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　記載すべき重要な事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

　記載すべき重要な事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

　記載すべき重要な事項はありません。

－ 16 －

事業の状況
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(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況

区 分
第 59 期

(自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日)

第 60 期

(自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日)

第 61 期

(自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日)

第 62 期

(自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日)

売 上 高 21,778,893千円 25,465,153千円 26,819,734千円 26,494,467千円

経 常 利 益 1,292,391千円 2,531,937千円 2,598,251千円 2,561,872千円

親会社株主に帰属
する当期純利益

970,005千円 2,559,401千円 1,439,043千円 2,089,997千円

１株当たり当期純利益 41円65銭 109円90銭 61円95銭 95円53銭

総 資 産 23,582,921千円 27,107,024千円 26,080,043千円 27,892,971千円

純 資 産 13,482,053千円 16,785,193千円 17,191,594千円 18,482,699千円

１株当たり純資産額 578円26銭 719円96銭 762円09銭 848円05銭

－ 17 －

直前３事業年度の財産および損益の状況
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(3) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

株 式 会 社 ハ イ エ ン プ ラ 100,000千円 90.0％ 金 型 の 製 造 販 売

光 伸 光 学 工 業 株 式 会 社 145,500千円 100.0 光学関連製品の製造販売

ヤマイチエレクトロニクス
Ｕ．Ｓ．Ａ．，ＩＮＣ．

米ドル
500,000

100.0 電 子 部 品 の 販 売

ヤマイチエレクトロニクス
シンガポールＰＴＥ　ＬＴＤ

シンガポールドル
100,000

100.0 電 子 部 品 の 販 売

ヤマイチエレクトロニクス
ドイッチェランドＧｍｂＨ

ユーロ
153,387

100.0 電 子 部 品 の 販 売

ヤマイチエレクトロニクスドイッチェラ
ンドマニュファクチャリングＧｍｂＨ

ユーロ
250,000

100.0 電 子 部 品 の 製 造 販 売

亜洲山一電機工業株式会社
ウォン

500,000,000
100.0 電 子 部 品 の 製 造 販 売

プ ラ イ コ ン マ イ ク ロ
エレクトロニクスＩＮＣ．

米ドル
21,683,378

100.0 電 子 部 品 の 製 造 販 売

山一電機（香港）有限公司
米ドル
51,282

100.0 資材調達および電子部品の販売

山一電子（上海）有限公司
米ドル
500,000

100.0 電 子 部 品 の 販 売

テ ス ト ソ リ ュ ー シ ョ ン
サ ー ビ セ ス Ｉ Ｎ Ｃ .

フィリピンペソ
87,500,000

100.0
半導体テストサービス
電 子 部 品 の 販 売

ピ ー エ ム ア イ ホ ー ル
デ ィ ン グ Ｉ Ｎ Ｃ .

フィリピンペソ
36,140,000

40.0 製造子会社への土地貸与

 (注) １．ヤマイチエレクトロニクスドイッチェランドマニュファクチャリングＧｍｂＨは､

ヤマイチエレクトロニクスドイッチェランドＧｍｂＨの100％出資子会社でありま

す｡

　　　２．山一電子（上海）有限公司は、山一電機（香港）有限公司の100％出資子会社であり

ます。

－ 18 －

重要な親会社および子会社の状況
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(4) 対処すべき課題

①前中期経営計画の成果について

　当社は、「お客様が満足いただける製品・サービスを提供できる会社」に

成長することを経営目標として、平成26年度に山一電機グループ中期経営計

画（平成27年３月期～平成29年３月期）を策定いたしました。

　平成26年度策定の山一電機グループ中期経営計画では、“構造改革”“収

益力強化”“成長戦略”の３本を柱とする「事業構造改革」に取り組み、平

成29年３月期までの３年間で、連結営業利益目標45億円に対し80億円と大幅

に達成し、収益力の向上と財務体質の強化を図ることができました。なお、

設備投資額につきましては、３ヵ年累計目標額70億円に対して、53億円の投

資額となり、全て自己資金で行いました。

　また、「お客様が満足いただける製品・サービスを提供できる会社」に成

長するという経営目標に対しては、事業環境の変化が著しく、お客様のグロ

ーバル化やニーズの変化等があり、今後とも継続して取り組んでまいります。

３ ヵ 年 累 計 目 標 額 ３ ヵ 年 累 計 実 績

連 結 営 業 利 益 45億円 80億円

設 備 投 資 額 70億円 　53億円※

（※支払ベース）

②新中期経営計画の取り組みについて

　平成29年度を初年度とする３ヵ年の山一電機グループ新中期経営計画（平

成30年３月期～平成32年３月期）は、「お客様が満足いただける製品・サー

ビスを提供できる会社」に成長することを引き続き目指すこととし、この経

営目標の達成にあたり「グローバルに連携し、未来につながる製品の創造」

という観点から取り組んでまいります。

　戦略としては、「成長戦略」と「構造改革」を核に推進し、お客様のニー

ズに応えられる企業に成長するとともに、より一層の財務体質の強化と将来

の成長に向けた経営基盤の強化を図ってまいります。

－ 19 －

対処すべき課題
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　基本戦略は、以下のとおりであります。

　イ．成長戦略
　　「伸びる地域・伸びる市場・元気な顧客・儲かる製品」と「ユニークな
　製品、差別化した製品の開発」をキーに技術力の強化を図り、グローバル
　ニッチＴＯＰ製品を創出し、成長戦略の具現化に取り組んでまいります。

　［テストソリューション事業］

　　・お客様ニーズに応えられる新技術開発による販売拡大

　　・新市場・新規顧客開拓による販売拡大

　　・グローバル連携強化による顧客サービスの向上

　［コネクタソリューション事業］

　　・グローバルニッチＴＯＰ製品の創出

　　・ＩｏＴを視野に入れて通信・車載・産機・医療の４市場向け製品の拡充

　［光関連事業］

　　・顧客の開発段階からのソリューション提案力強化

　　・戦略的な新規開拓活動推進

　ロ．構造改革

　　当社グループは、前中期経営計画で取り組んだ構造改革と収益力強化を

　さらに追求し、グローバル管理体制を強化し、モノづくりの効率化を図っ

　てまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援、ご鞭撻を賜り

ますようお願い申しあげます。

－ 20 －

対処すべき課題
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(5) 主要な事業内容（平成29年３月31日現在）

　当社グループは、半導体検査工程に使用されるＩＣソケット製品や電子・

電気機器向けコネクタ製品等の機構部品の製造販売を主な事業としておりま

す。事業別の主要な製品およびサービスは以下のとおりであります。

事 業 区 分 主 要 製 品 ・ サ ー ビ ス

テストソリューション事業
バーンインソケット、テストソケット、プローブピン、

プローブカード、半導体テスト関連サービス

コネクタソリューション事業

カードコネクタ、実装用ＩＣソケット、

高速伝送用コネクタ、その他各種コネクタ、

ＹＦＬＥＸ（高速伝送用ケーブル、実装基板）

光 関 連 事 業

ＲＧＢフィルタ、ＵＶ／ＩＲカットフィルタ、

ダイクロイックフィルタ・ミラー、

蛍光ダイクロイックフィルタ、

ショート／ロングパスフィルタ、

バンドパスフィルタ、半導体レーザ光源

－ 21 －

主要な事業内容
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(6) 主要な営業所および工場（平成29年３月31日現在）

名 称 所 在 地

山 一 電 機 株 式 会 社

本 社 東京都大田区

事 業 所 千葉県佐倉市

営 業 所
大阪市淀川区
熊本県熊本市

株 式 会 社 ハ イ エ ン プ ラ 本 社 富山県魚津市

光 伸 光 学 工 業 株 式 会 社 本 社 神奈川県秦野市

ヤマイチエレクトロニクス
Ｕ ． Ｓ ． Ａ ． ， Ｉ Ｎ Ｃ ．

本 社
アメリカ合衆国
カリフォルニア州サンノゼ市

ヤマイチエレクトロニクス
シンガポールＰＴＥ　ＬＴＤ

本 社 シンガポール共和国

支 店 台湾新竹市

ヤマイチエレクトロニクス
ドイッチェランドＧｍｂＨ

本 社
ドイツ連邦共和国
アシュハイムドルナハ地区

ヤマイチエレクトロニクスドイッチェラ
ンドマニュファクチャリングＧｍｂＨ

本 社
ドイツ連邦共和国
フランクフルト・オーダー市

亜洲山一電機工業株式会社
本 社 大韓民国チュンブクウムソン郡

事 務 所 大韓民国ソウル市

プ ラ イ コ ン マ イ ク ロ
エレクトロニクスＩＮＣ．

本 社 フィリピン共和国ラグナ州

山一電機（香港）有限公司 本 社 中華人民共和国香港

山一電子（上海）有限公司 本 社 中華人民共和国上海市

テ ス ト ソ リ ュ ー シ ョ ン
サ ー ビ セ ス Ｉ Ｎ Ｃ .

本 社 フィリピン共和国ラグナ州

－ 22 －

主要な営業所および工場
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(7) 使用人の状況（平成29年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

テ ス ト ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 860（ 456）名 11名減（ 30名減）

コ ネ ク タ ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 458（ 501） 98名減（ 34名増）

光 関 連 事 業 61（  11） 14名減（     －）

全 社 （ 共 通 ） 66（　 5） 1名増（     －）

合　　　　計 1,445（ 973） 122名減（  4名増）

（注）使用人数は就業員数であり、パートおよび派遣社員は（　）内に年間の平均人員を外数

で記載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

347（12）名 6名増（2名減） 44.8歳 18.5年

（注）使用人数は就業員数であり、パートおよび派遣社員は（　）内に年間の平均人員を外数

で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成29年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,243,662千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 600,000

株 式 会 社 千 葉 銀 行 350,000

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。

－ 23 －

使用人の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項



2017/05/27 10:08:11 / 16268427_山一電機株式会社_招集通知（Ｃ）

２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成29年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 60,000,000株

②　発行済株式の総数 23,289,775株

③　株主数 4,532名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

3,936,200株 18.20％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

1,818,200 8.40

資 産 管 理 サ ー ビ ス 信 託 銀 行
株 式 会 社 （ 証 券 投 資 信 託 口 ）

946,800 4.37

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ９ ）

799,400 3.69

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 619,300 2.86

山 一 電 機 取 引 先 持 株 会 598,400 2.76

山 一 電 機 従 業 員 持 株 会 490,488 2.26

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 421,075 1.94

N O M U R A  P B  N O M I N E E S  L I M I T E D
O M N I B U S - M A R G I N ( C A S H P B )

398,900 1.84

資 産 管 理 サ ー ビ ス 信 託 銀 行
株 式 会 社 （ 年 金 信 託 口 ）

354,400 1.63

（注）１．当社は、自己株式を1,666,438株保有しておりますが、上記大株主からは除外し

ております。

　　　２．持株比率は自己株式1,666,438株を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

－ 24 －

株式の状況、新株予約権等の状況
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②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

該当事項はありません。

③　その他新株予約権等に関する重要な事項

イ．平成26年８月８日開催の取締役会決議による新株予約権

　当社は、平成26年８月８日開催の取締役会において、中期経営計画にお

ける業績目標を達成するとともに、一企業としての価値向上のみならず、

ひいてはステークホルダーへの利益還元を目指すべく、役職員の貢献意欲

および士気を一層向上させることを目的として、以下のとおり、業績目標

を達成した場合にのみ権利行使が可能となる新株予約権を有償にて発行す

ることを決議いたしました。

第１回新株予約権

発行決議日 平成26年８月８日

新株予約権の数 7,750個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　775,000株

（新株予約権１個につき　100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり　415円

新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額

新株予約権１個当たり　62,800円

（１株当たり　628円）

権利行使期間
平成29年７月１日から

平成31年６月30日まで

行使の条件 （注）

割 当 先 当社取締役、監査役および従業員

新株予約権の数　　　　 7,750個

目的となる株式数　　 775,000株

割当者数　　　　　　　　 137人

(注) 本新株予約権の行使の条件

１．新株予約権者は、平成27年３月期、平成28年３月期および平成29年３月期の各事業年度

にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書

において、営業利益の累計額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを

受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使す

ることができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株
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予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の

本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準

の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照す

べき指標を取締役会にて定めるものとする。

(1) 平成27年３月期から平成29年３月期の営業利益の累計額が39億円以上の場合

行使可能割合：30％

(2) 平成27年３月期から平成29年３月期の営業利益の累計額が42億円以上の場合

行使可能割合：60％

(3) 平成27年３月期から平成29年３月期の営業利益の累計額が45億円以上の場合

行使可能割合：100％

２．新株予約権者が死亡した場合、その直前に、上記１．の条件を満たしている限りにおい

て、新株予約権者の法定相続人の内１名（以下、「権利承継者」という。）に限り、新

株予約権者の権利義務その他の地位を相続し、当該新株予約権を行使することができ

る。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続し、行

使することはできない。

３．新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社若しくは当社関係会社

の取締役、監査役または従業員その他これに準ずる地位（嘱託または顧問等名称は問わ

ない）にあることを要する。ただし、当社の取締役を任期満了により退任した場合、ま

たは定年退職若しくは会社都合退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合

はこの限りではない。

４．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を

超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

５．各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

６．その他権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株

予約権割当契約に定めるところによる。
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ロ．平成27年８月７日開催の取締役会決議による新株予約権

　当社は、平成27年８月７日開催の取締役会において、中長期的な当社の

企業価値の増大を目指すにあたって、より一層意欲および士気を向上させ、

業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、以下のと

おり、業績および財務体質の改善目標を達成した場合にのみ権利行使が可

能となる新株予約権を有償にて発行することを決議いたしました。

第２回新株予約権

発行決議日 平成27年８月７日

新株予約権の数 5,380個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　538,000株

（新株予約権１個につき　100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり　1,300円

新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額

新株予約権１個当たり　116,100円

（１株当たり　1,161円）

権利行使期間
平成29年７月１日から

平成31年６月28日まで

行使の条件 （注）

割 当 先
当社の社外取締役を除く取締役

および従業員

新株予約権の数　　　　 5,380個

目的となる株式数　　 538,000株

割当者数　　　　　　　　 269人

(注) 本新株予約権の行使の条件

１．新株予約権者は、下記の（1）および（2）の条件が満たされた場合に対象新株予約権を

行使することができる。ただし、下記（2）および（3）の条件が満たされた場合には、

割当てを受けた本新株予約権のうち30％の割合を限度として本新株予約権を行使する

ことができる。かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき

１個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権につい

てのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照

すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会

にて定めるものとする。

(1) 平成28年３月期と平成29年３月期営業利益の累計額が55億円以上

(2) 平成29年３月期の連結貸借対照表における純有利子負債の金額が０円以下

「純有利子負債」とは有利子負債から手元流動性を差し引いた額をいう。
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「有利子負債」とは短期借入金、１年内償還予定の社債、社債、１年内返済予定の

長期借入金および長期借入金の総額をいい、リース債務を含まないものとする。

「手元流動性」とは現金、預金および流動資産に含まれる有価証券の総額をいうが、

平成28年３月期および平成29年３月期における自己株式の処分若しくは株式または

新株予約権の発行（本新株予約権の発行を含む。）による手元流動性の増加分は含

まないものとする。

(3) 平成28年３月期と平成29年３月期営業利益の累計額が50億円以上55億円未満

２．新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社（財

務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則において規定される関係会社をい

う。）の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退

任および定年退職した場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この

限りではない。

３．新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

４．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を

超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

５．各本新株予約権の１個未満の行使を行うことはできない。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役および監査役の状況（平成29年３月31日現在）

会社における地位 氏　　名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 太田　佳孝 生産本部、業務監査部、経営管理部、
技術管理部、品質保証部　担当

取 締 役 加藤　勝市 常務執行役員、管理本部長、経理部長

取 締 役 土屋　　武 上席執行役員、
テストソリューション事業部長
光関連事業担当

取 締 役 亀谷　淳一 上席執行役員、
コネクタソリューション事業部長

取 締 役 楠美　憲章 日比谷総合設備株式会社　社外取締役

取 締 役 村田　朋博 フロンティア・マネジメント株式会社
マネージング・ディレクター

監査役(常勤) 近岡　　伸

監 査 役 多田　郁夫 鳥飼総合法律事務所　パートナー
株式会社東京クリアセンター　監査役

監 査 役 吉澤壽美雄  旭ロール株式会社（東京）　社外監査役
 旭ロール株式会社（尼崎）　社外監査役
 株式会社保坂製作所　社外監査役
 株式会社エステートジャパン　社外監査役
 ナガタホールディングス株式会社　社外監査役
 社会福祉法人清水基金　監事
 公益財団法人公共政策調査会　監事
 一般財団法人全国農林漁業団体共済会　監事

(注) １．取締役楠美憲章氏および取締役村田朋博氏は、社外取締役であります。
２．監査役多田郁夫氏および監査役吉澤壽美雄氏は、社外監査役であります。
３．監査役多田郁夫氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有

しております。
４．監査役吉澤壽美雄氏は、税理士の資格を有しており、税務および会計に関する相当程

度の知見を有しております。
５．当社は、取締役楠美憲章氏および取締役村田朋博氏、監査役多田郁夫氏および監査役

吉澤壽美雄氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員
に指定しております。
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６．当事業年度末日後における取締役の異動
平成29年４月１日付で、取締役の役職に異動がありました。

氏 名 新 旧

加 藤 勝 市 常務執行役員、管理本部長
常務執行役員、管理本部長、経
理部長

②　責任限定契約の内容の概要

　　当社と社外取締役楠美憲章氏および社外取締役村田朋博氏、社外監査役

多田郁夫氏および社外監査役吉澤壽美雄氏は、会社法第427条第１項の規定

に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

③　取締役および監査役に支払った報酬等の総額

区 分 人 数 報 酬 等 の 総 額

取 　 締 　 役
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

7名
(2)

151,400千円
(14,400)

監 　 査 　 役
（ う  ち  社  外  監  査  役 ）

3
(2)

23,520
(9,120)

合 計 10 174,920

(注) １．上記には、平成28年６月28日開催の第61期定時株主総会終結の時をもって退任した取

締役１名を含んでおります。

２．取締役の報酬等の総額には､使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

３．取締役の報酬限度額は、昭和61年３月17日開催の第30期定時株主総会において年額５

億円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。また、

平成19年６月27日開催の第52期定時株主総会において上記報酬額に賞与を含めると

決議いただいております。

４．監査役の報酬限度額は、昭和61年３月17日開催の第30期定時株主総会において年額１

億円以内と決議いただいております。

５．当社は、平成19年６月27日開催の第52期定時株主総会終結の時をもって取締役および

監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役

および監査役に対しては、役員退職慰労金廃止までの在任期間に対応する役員退職慰

労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。
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④　社外役員に関する事項

イ．取締役　楠美憲章

（イ）他の法人等の業務執行者（または社外役員等）の兼任状況および当該

兼任先と当社との関係

日比谷総合設備株式会社の社外取締役を兼任しております。なお当社

は、楠美憲章氏が兼任している法人等との間には特別の関係はありま

せん。

（ロ）当該事業年度における主な活動内容

・取締役会への出席状況

当期開催の取締役会全12回のうち12回に出席しております。

・取締役会における発言状況

企業の経営者として長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、客

観的、中立的な立場から経営に対する発言を行っております。

ロ．取締役　村田朋博

（イ）他の法人等の業務執行者（または社外役員等）の兼任状況および当該

兼任先と当社との関係

フロンティア・マネジメント株式会社のマネージング・ディレクター

を兼任しております。なお当社は、村田朋博氏が兼任している法人等

との間には特別の関係はありません。

（ロ）当該事業年度における主な活動内容

・取締役会への出席状況

当期開催の取締役会全12回のうち12回に出席しております。

・取締役会における発言状況

経営コンサルティングとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、

客観的、中立的な立場から経営に対する発言を行っております。
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ハ．監査役　多田郁夫

（イ）他の法人等の業務執行者（または社外役員等）の兼任状況および当該

兼任先と当社との関係

鳥飼総合法律事務所のパートナーおよび株式会社東京クリアセンター

の監査役を兼任しております。なお当社は、多田郁夫氏が兼任してい

る法人等との間には特別の関係はありません。

（ロ）当該事業年度における主な活動内容

・取締役会および監査役会への出席状況

当期開催の取締役会全12回のうち12回に出席し、監査役会全12回のう

ち12回に出席しております。

・取締役会および監査役会における発言状況

弁護士としての豊富な経験と法律等の専門的見地から発言を行ってお

ります。

ニ．監査役　吉澤壽美雄

（イ）他の法人等の業務執行者（または社外役員等）の兼任状況および当該

兼任先と当社との関係

旭ロール株式会社（東京）、旭ロール株式会社（尼崎）、株式会社保

坂製作所、株式会社エステートジャパンおよびナガタホールディング

ス株式会社の社外監査役ならびに社会福祉法人清水基金、公益財団法

人公共政策調査会および一般財団法人全国農林漁業団体共済会の監事

を兼任しております。なお当社は、吉澤壽美雄氏が兼任している法人

等との間には特別の関係はありません。

（ロ）当該事業年度における主な活動内容

・取締役会および監査役会への出席状況

当期開催の取締役会全12回のうち12回に出席し、監査役会全12回のう

ち12回に出席しております。

・取締役会および監査役会における発言状況

税理士としての豊富な経験と税務、会計等の専門的見地から発言を行

っております。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 42,000千円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

42,000

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引
法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できま
せんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載し
ております。

　　　２．会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
　　　　　第62期（平成28年４月１日から平成29年３月31日）の事業年度における会計監査人

に関する監査報酬について、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関
する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、監査の実施状況、および
報酬額見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、監査役会として全員異議な
く同意することを決議いたしました。

　　　３．当社の重要な子会社のうち、ヤマイチエレクトロニクスドイッチェランドＧｍｂＨ、
プライコンマイクロエレクトロニクスＩＮＣ．ほか６社は、デロイト　トウシュ　
トーマツのメンバーファームの監査を受けております。

③　非監査業務の内容

　　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が
あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再
任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると
認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし
ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される
株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたし
ます。

⑤　責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。

－ 33 －

会計監査人の状況



2017/05/27 10:08:11 / 16268427_山一電機株式会社_招集通知（Ｃ）

(5) 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

は以下のとおりであります。

①　当社および当社子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」とい

う。）の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合する

ことを確保するための体制

イ．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを

確保するため、「山一電機グループ行動基準」を制定し、その運用と

徹底を行う。

ロ．当社は、「コンプライアンス委員会」を設置し、当社グループのコン

プライアンス体制の整備および維持・向上を推進する。

ハ．当社グループは、法令遵守上疑義のある行為について、取締役および

使用人が通報を行うシステムとして、「内部通報制度」（コンプライ

アンス・ヘルプライン）を設置・運用する。

ニ．当社の代表取締役社長は、業務監査部を直轄する。業務監査部は、代

表取締役社長の指示に基づき当社グループの業務執行状況の内部監査

を行う。

ホ．当社グループは、反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的と

し、反社会的勢力への対応を所轄する部署を総務部と定めるとともに、

事案発生時の報告および対応に係る規程等の整備を行い、反社会的勢

力には警察等関連機関とも連携し毅然と対応していく。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　　　取締役の職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む。）その他の重要

な情報を、「文書管理規程」および「情報セキュリティポリシー」に基

づき、適切に保存しかつ管理する。

③　当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．当社グループは､企業活動の持続的発展を実現することを脅かすリス

クに対処するため、当社グループの事業内容や規模等に応じてリスク

管理に関する規程を定め、グループ全体のリスクを網羅的・総括的に

管理する。
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ロ．当社は、当社グループにおいて不測の事態が発生した場合「経営危機

管理規程」に基づき、迅速・適切に対応する。

④　当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する

ための体制

イ．当社は、取締役会および執行役員で構成する執行役員会を原則として

毎月開催し、会社運営上の重要事項の決定の他、グループ全体の事業

の状況把握と情報共有化を図る。

ロ．当社グループは、取締役会の決定に基づく職務の執行について、「組

織規程」・「職務分掌規程」・「職務権限規程」において、それぞれ

の責任および執行手続きの詳細を定める。

ハ．当社グループは、経営の目標・方針ならびに各事業部門の目標・方針

を設定し、グループ全体としてシステム的に活動を展開して、計画ど

おり経営計画を達成するための施策を実施する。

⑤　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

イ．当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社子会社に事前協議、定

期的な経営情報の報告を求め、効率的な経営に必要な支援・指導を通

して、グループ全体が相互に密接に連携し、総合的に事業の展開を図

る。

ロ．当社の業務監査部は、当社グループにおける内部監査を実施し、当社

グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性に関

する事項および監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事

項

イ．当社は、監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助すべき使用人

を置くこととし、その使用人は、優先して監査役の指示に従って、監

査役の職務の補助を行う。

ロ．前項の使用人の任命、異動、評価、懲戒処分は監査役会の意見を尊重

して行い、当該使用人の取締役からの独立を確保する。
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⑦　当社グループの取締役および使用人が監査役に報告をするための体制な

らびに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを

受けないことを確保するための体制

イ．監査役は、取締役会その他重要な会議へ出席し重要な報告を受ける。

ロ．監査役は、必要に応じて当社グループの取締役および使用人に対し報

告を求めることができる。

ハ．当社グループの取締役および使用人は、業務または業績に影響を与え

る重要な事項について、都度監査役に報告する。

ニ．当社は、監査役へ報告をした当社グループの取締役および使用人に対

し、報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

⑧　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは債務の処理に係

る方針に関する事項

　　　当社は、監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求を

したときは、速やかに当該請求に係る費用または債務を処理する。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　　監査役は、会計監査人、業務監査部、当社子会社の監査役との連絡を

密にし、当社グループにおける経営活動の全般にわたり、合法性と合理

性の観点から、監査の実効性を確保する。

　当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は

以下のとおりであります。

　当社は、取締役会において決議された「内部統制システム構築の基本方針」

に基づき、当社グループの内部統制システムを整備し運用しております。

①コンプライアンス

イ．取締役会は、重要な事項を決定する際に、法令・定款等への適合性お

よび業務の適正性の観点等から審議しております。

ロ．全社員を対象としたコンプライアンスに関する教育を行っております。

ハ．内部通報実績は担当取締役より、取締役会にて必要な都度報告が行わ

れております。
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②リスク管理

イ．当社グループの重大な損失の危険に関する事項は業務執行取締役より、

取締役会、執行役員会にて必要な都度報告が行われております。

ロ．全社員を対象としたリスク管理に関する教育を行っております。

③取締役の職務執行

イ．取締役会、執行役員会にて法令等で定められた事項や経営方針、予算

の策定等、当社グループの経営に関する重要な事項を決定しておりま

す。

ロ．重要な決定事項は、当社の代表取締役社長より当社グループの各経営

者が全員出席する会議等を通じてグループ全社員に伝達することによ

り、認識の統一を図っております。

ハ．業務監査部は代表取締役社長の指示のもと、当社グループの監査を実

施しております。

④監査体制

イ．監査役は、監査役監査基準により、重要な会議への出席、重要な文書

の閲覧等を行い、当社グループの監査を実施し、取締役および執行役

員より取締役の職務執行、法令・定款等の遵守等について必要な情報

を得ております。

ロ．監査役を内部通報窓口として設置しており、当社グループにて周知し

運用しております。

ハ．監査役、会計監査人、業務監査部、当社子会社の監査役は、常に連携

を密にし当社グループ監査の実効性を高めております。
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(6）会社の支配に関する基本方針

　 ① 基本方針の内容

　当社は上場会社であるため、当社の株式等は、株主・投資家の皆様によって自由に

取引できるものであります。従いまして、当社の株式等に対する大規模な買付行為に

つきましても、当社としては、原則としてこれを否定するものではありません。大規

模な買付行為の提案に応じるべきか否かの判断は、当社の経営を誰に委ねるべきかと

いう問題に関連しますので、最終的には個々の株主の皆様の自由な意思によってなさ

れるべきであると考えます。

　しかしながら、近年、わが国の資本市場においては、買収内容を判断するために必

要な合理的な情報・期間や、企業買収の対象となる会社の経営陣との十分な協議や合

意のプロセスを経ることなく、突如として一方的に株券等の大規模買付けを強行する

といった動きが顕在化しつつあります。もとより、当社は、このような敵対的な株券

等の大規模買付けであっても、その具体的な条件・方法等によっては、必ずしも当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうとは限らないと考えております

ので、係る買付け全てを一律的に否定するものではありません。

　しかし、一方的な株券等の大規模買付けの中には、株主の皆様に対して当該大規模

買付けに関する十分な情報が提供されず株主の皆様に株式の売却を事実上強要する

おそれがあるものや、株主の皆様が当該大規模買付けの条件・方法等の検討等を行っ

たり、当社取締役会が代替案の提案等を行うための十分な時間が確保されないもの

や、その他真摯に合理的な経営を行う意思が認められないものなど、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益を著しく損なう株券等の大規模買付けもないとはいえませ

ん。

　当社といたしましては、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社

の企業理念、当社の企業価値の源泉および当社のステークホルダーとの信頼関係を十

分に理解した上で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上

させることを真摯に目指す者でなければならず、係る企業価値ひいては株主共同の利

益を著しく損なうおそれのある株券等の大規模買付提案、または、これに類似する行

為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切である

と考えます。

　 ② 当社基本方針の実現に資する取組みについて

　　イ．当社の企業価値の源泉について

　当社は、昭和31年の設立以来、「ユーザーの高い信頼を勝ち取り、市場およびユ

ーザーニーズに合致した創造的製品を開発する技術の山一」をモットーに開発指向

型の企業を目指し、真空管ソケットから始まり、エレクトロニクス産業の急速な技

術革新に機敏に対応して各種コネクタ製品やＩＣソケット製品等の接触機構部品

－ 38 －
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を開発・製造・販売してまいりました。特に昭和41年に検査用ＩＣソケットの製造

販売を開始して以来、国内はもとより海外においてＩＣソケットのリーディングカ

ンパニーとして揺るぎない地位を築いてきております。

　これら接触機構部品製品の事業は、テストソリューション事業とコネクタ事業に

区分され当社のコアビジネスとなっております。また、接触機構部品事業以外で

は、フレキシブルプリント配線板製品のＹＦＬＥＸ事業および一般光学用や光通信

向け多層薄膜フィルタ製品等の光関連事業があげられ、これらの事業を当社および

子会社16社と関連会社１社により運営しており、企業価値の源泉となっておりま

す。

　この当社の企業価値の源泉については、具体的には、創業以来一貫して社員の育

成および技術開発に注力してきた成果としての優れた接触機構部品などの設計技

術力や各種製品群、半導体メーカーや各種エレクトロニクスメーカーの多様なニー

ズに柔軟かつ迅速に対応することを可能にする製品や金型などの生産設備や生産

体制、そして当社グループの有機的連結による販売・メンテナンス体制および研究

開発体制などにあると考えております。

　　ロ．企業価値向上のための取組みについて

　当社が属する電子部品市場は、デジタル化、高機能化、ネットワーク化などの技

術革新が常に進化し、新技術や新製品が相次ぎ創出されるため、中長期的に市場は

拡大すると見込まれております。しかしながら、製品の世代交代が加速化され、か

つ競争も世界的規模での激しさを増すことから、絶えず変化する市場ニーズに低コ

ストでスピーディに対応できる開発・生産体制を構築することが急務となります。

これらグローバルで急激な市場変化のもとでも継続的に高付加価値・高品質の製品

やサービスを提供できることが、企業価値および株主共同の利益の向上につながる

と考えております。

　当社は平成25年度からの新経営体制のもと、“構造改革”“収益力強化”“成長

戦略”の３本を柱として「事業構造改革」に取り組み、ＰＶソリューション事業や

ＥＭＳ事業からの撤退、固定費削減、不採算製品の改善ならびに整理等に取り組ん

でまいりました。

　平成26年度を初年度とする中期３ヵ年経営計画（平成27年３月期～平成29年３月

期）における当社グループが目指す方向は、「お客様が満足する製品・サービスを

提供できる会社」になるため、製品開発力、販売力、製造力、収益力および財務力

を高め、さらなる飛躍を図るための基盤づくりの３ヵ年と位置づけております。

　「事業構造改革」は平成26年度以降も取り組んでおりますが、さらに加速するた

め、成長戦略を策定し、その実現に向けて取り組んでおります。このため、テスト

ソリューション事業、コネクタソリューション事業および光関連事業の３つの事業

に経営資源を集中し、お客様が満足する製品・サービスを提供するため、以下の中
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期経営計画の基本方針を策定し、グループ会社全体での連携を強化し、グローバル

での地域・市場・顧客・製品別の戦略を策定・実行し、持続的成長と収益力の向上

を図っております。

≪中期経営計画の基本方針≫

 a．業績目標

　　３ヵ年（平成27年３月期～平成29年３月期）累計の連結営業利益額は4,500百

万円を目標として取り組みました。

平成27年３月期
実績

平成28年３月期
実績

平成29年３月期
実績

累　計

連結売上高 25,465百万円 26,819百万円 26,494百万円 78,779百万円

連結営業利益 2,370百万円 2,913百万円 2,714百万円 7,998百万円

 b．基本戦略

 (a)グループ会社全体で「事業構造改革」を完遂する。

　　グループ会社全体での連携を強化し、業務の効率化を図り、さらなる固定費削

減に取り組んでおります。

 (b)利益重視による“成長戦略”を着実に実行する。

　　「伸びる地域・伸びる市場・元気な顧客・儲かる製品」と「魅力ある製品づく

り」をキーワードに成長戦略を策定し、具現化に取り組み、収益力を強化してお

ります。

　［テストソリューション事業］お客様が満足いただける製品提供の拡大

　・自動車関連機器およびモバイル関連機器市場での新製品投入による売上拡大

　・テストソケット事業での新市場の開拓

　・グローバルオペレーション強化で顧客へのサービス向上

　［コネクタソリューション事業］差別化製品の拡販とグループ販売戦略の統合

　・通信・自動車関連機器・産業機器市場のグローバル販売拡大

　・高速伝送技術を活かした魅力ある製品の開発

　・基板製品の販売拡大

　［光関連事業］新製品開発による差別化とグローバルでの拡販

　・光通信市場（特に光トランシーバ）への参入

　・医療機器市場での売上拡大

　・光源・光モジュールの海外市場開拓

　・産業機器（特にレーザープロジェクタ）市場参入
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 (c)グループ会社連携強化による連結利益を最大化する。

　　グループ会社連携の強化を図り、グローバルに業務の効率化を行い、お客様が

満足する製品・サービスを提供することにより、連結利益の最大化を図っており

ます。

　・グループ経営の効率化の追求

　・グローバルニッチマーケットを開拓し、グループ各社の収益力を上げる

　・生産体制の効率運用と固定費削減を図り利益の確保

 c．投資計画

　　３ヵ年の投資計画額は、合計で7,000百万円とし、経営目標達成のための資金

を投下しました。（平成27年３月期実績 1,812百万円、平成28年３月期実績 

2,241百万円、平成29年３月期実績 1,516百万円、累計 5,570百万円）

　当社は、前述の諸施策を実行し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確

保、向上を図っていく所存であります。

　 ③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組みについて

　当社は、平成27年６月24日に開催された第60期定時株主総会において、当社株式の

分布状況等を総合的に勘案し、特定株主グループ（注１）の議決権割合（注２）を

20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主

グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（いずれについてもあ

らかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。以下、このような買付行為を「大

規模買付行為」、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）に関す

る対応方針（以下、「本方針」といいます。）を継続することを決議いたしました。

注１：特定株主グループとは、（ⅰ）当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に

規定する株券等をいいます。）の保有者（同法第27条の23第１項に規定する保有者

をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。）およびその共同保

有者（同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共

同保有者とみなされる者を含みます。）、または（ⅱ）当社の株券等（同法第27条

の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第27条の２第１項に

規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みま

す。）を行う者およびその特別関係者（同法第27条の２第７項に規定する特別関係

者をいいます。）を意味します。
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注２：議決権割合とは、（ⅰ）特定株主グループが、注１の（ⅰ）の記載に該当する場合

は、当社の株券等の保有者の株券等保有割合（金融商品取引法第27条の23第４項に

規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有

者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。）も計算上考慮

されるものとします。）、または（ⅱ）特定株主グループが、注１の（ⅱ）の記載

に該当する場合は、当社の株券等の買付け等を行う者およびその特別関係者の株券

等所有割合（同法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合

計をいいます。議決権割合の算出にあたっては、総議決権（同法第27条の２第８項

に規定するものをいいます。）および発行済株式の総数（同法第27条の23第４項に

規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買

付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。

　本方針の具体的な内容につきましては、以下のとおりであります。

本方針の内容

イ．本方針導入の目的

　当社は、基本方針の内容で述べたとおり、当社の財務および事業の方針の決定を

支配する者は、当社の経営方針や事業特性、当社を取り巻く経営環境、各ステーク

ホルダーとの関係等といった当社の企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値・株

主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である

必要があり、他方、そのような企業価値・株主共同の利益を毀損することとなる者

は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としてふさわしくないと考え

ております。

　しかしながら、当社は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、大

規模買付行為がなされる場合、それを行った大規模買付者が財務および事業の方針

の決定を支配する者としてふさわしいか否かを含め、大規模買付行為に応じるか否

かは、最終的には、株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えます。そして、

株主の皆様に大規模買付行為に応じるか否かを適切に判断していただくためには、

株主の皆様に対し、適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠であると考えま

す。たとえば、大規模買付行為が当社に与える影響や、当社の従業員、取引先、顧

客等のステークホルダーとの関係についての方針を含む、当該大規模買付者の当社

経営への参画時における経営方針、事業計画等の内容等の情報は、株主の皆様が買

付けに応じるか否かを検討する際の重要な判断材料となりますし、また、当社取締

役会が大規模買付行為についての意見を開示し、また、必要に応じ代替案を提示す

ることにより、株主の皆様は、双方の方針、意見等を比較考量することで、大規模

買付行為に応じるか否かを適切に判断することが可能になります。
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　当社は、このような基本的な考え方に立ち、会社支配に関する基本方針に照らし

て不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取組みとして、当社株式の大規模買付行為に関するルール（以下、

「大規模買付ルール」といいます。）を設定し、大規模買付者に対して大規模買付

ルールの遵守を求めるとともに、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場

合には、当社取締役会として一定の措置を講じることとしました。

ロ．独立委員会の設置

　本方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止す

るため、取締役会から独立した機関として、独立委員会を設置します。独立委員会

の委員は３名以上とし、公正で中立な判断を担保するため、当社経営陣から独立し

ている社外取締役、社外監査役および社外有識者（注３）の中から選任します。

　独立委員会は、取締役会から諮問を受けた事項について審議、決議し、その内容

に基づいて、取締役会に対し勧告を行うほか、必要に応じて、当社の費用で、当社

経営陣から独立した第三者（財務アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタ

ントその他の専門家を含む。）の助言を得たり、大規模買付者、当社経営陣、当社

の取引先、従業員等から必要な情報を収集することがあります。

注３：社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、

公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる

者を意味します。

ハ．大規模買付ルールの内容

　当社が設定する大規模買付ルールとは、①大規模買付者から当社取締役会に対し

て、大規模買付行為に先立ち、株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見

形成のために十分な情報（以下、「大規模買付情報」といいます。）が提供されな

ければならず、②大規模買付行為は、大規模買付情報が提供された後に設定される

当社取締役会による一定の評価期間が経過した後にのみ開始されるというもので

す。

　具体的には、大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、当社代表

取締役に対して、日本語によって、大規模買付者の名称、住所または本店所在地、

代表者の氏名、国内連絡先、設立準拠法（外国法人の場合）および提案する大規模

買付行為の概要を明示し、かつ、本方針の手続きに従う旨の誓約を記載した意向表

明書を提出していただきます。なお、意向表明書には、商業登記簿謄本、定款の写

しその他の大規模買付者の存在を証明する書類があれば、当該書類を添付していた

だきます。当社は、この意向表明書の受領後直ちにその旨を開示するとともに、大

規模買付者に対しては、10営業日以内に、大規模買付情報のリストを交付します。

具体的に提供していただく大規模買付情報の内容は、大規模買付者の属性、大規模
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買付行為の内容等によって異なりますが、一般的な項目の一部は以下のとおりで

す。

 ・大規模買付者およびそのグループの概要（具体的名称、資本構成、事業内容、

財務内容、過去の買収および大規模買付行為の履歴、当社の事業と同種の事業

についての経験等を含みます。）

 ・大規模買付行為の目的、方法および内容（買付対価の種類および価格、買付け

の時期、関連する取引の仕組み、買付けの方法の適法性、買付けおよび関連す

る取引の実現可能性等を含みます。）

 ・買付対価の算定根拠および買付資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を

含みます。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。）

 ・大規模買付行為後の経営方針、事業計画、資本政策、配当政策および財務政策

 ・大規模買付行為後における当社の従業員、取引先、顧客等を含む重要なステー

クホルダーについての基本方針

　なお、当社取締役会は、当初提供していただいた情報だけでは必要な大規模買付

情報として不足していると考える場合、独立委員会に諮問し、その勧告を最大限尊

重した上で、大規模買付者に対し、十分な大規模買付情報が揃うまで追加的に大規

模買付情報の提供を求めることがあります。当社は、大規模買付情報が提供された

事実およびその内容が株主の皆様の判断のために必要であると認める場合、適切と

判断する時点で、原則としてその全部（以下で規定される取締役会評価期間に関す

る情報を含みます。）を開示します。

　次に、当社取締役会は、大規模買付情報の提供が完了した後、最長60日間（買付

対価を現金（円貨）のみとし、当社の株券等の全てを対象とする公開買付けの場

合）または最長90日間（それ以外の大規模買付行為の場合）を、当社取締役会によ

る評価、検討、意見形成、代替案検討等のための期間（以下、「取締役会評価期

間」といいます。）として設定します。従って、大規模買付行為は、取締役会評価

期間の経過後にのみ開始されるものとします。この期間中、当社取締役会は、独立

委員会の勧告を最大限尊重した上で、提供された大規模買付情報を十分に評価、検

討し、大規模買付行為に関する取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表し

ます。また、必要に応じ、株主の皆様に対し、取締役会としての代替案を提示する

こともあります。

ニ．大規模買付行為がなされた場合の対応方針

a．大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守せずに大規模買付行為を行った場合、

当社取締役会は、株主共同の利益の保護を目的として、新株予約権の無償割当

て等、会社法その他の法律および当社定款が取締役会の権限として認める措置

をとり、大規模買付行為に対抗することがあります。大規模買付ルールの遵守
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の有無、対抗措置を発動することの適否および対抗措置の具体的内容は、独立

委員会に諮問の上、その勧告を最大限尊重して、当社取締役会が決定し、その

決議は取締役全員が出席する取締役会において全会一致により行うものとしま

す。当社は、当該決定後、その概要その他当社取締役会が適切と判断する事項

について、速やかに情報を開示します。

　なお、具体的な対抗措置については、その時点で必要かつ相当と認められる

ものを選択することとなりますが、新株予約権を用いる場合、その概要は、以

下のとおりとします。

(a）新株予約権付与の対象となる株主およびその割当条件

　取締役会で定める基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対

し、その所有株式（ただし、当社の有する当社普通株式を除く。）１株に

つき１個の割合で新株予約権を割り当てる。なお、株主に新株予約権の割

当てを受ける権利を与えて募集新株予約権を引き受ける者の募集を行う場

合と、新株予約権の無償割当てを行う場合とがある。

(b）新株予約権の目的である株式の種類および数

　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。新株予約権

１個あたりの目的である株式の数は１株とする。ただし、当社が株式分割、

株式併合、株式無償割当て等を行う場合で、新株予約権１個あたりの目的

となる株式の数の調整を必要とするときは、株式分割、株式併合、株式無

償割当て等の条件を勘案の上、その数につき所要の調整を行うものとする。

(c）発行または無償割当ての対象となる新株予約権の総数

　発行または無償割当ての対象となる新株予約権の総数は、取締役会が別

途定める数とする。取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当てを行

うことがある。

(d）各新株予約権の払込金額

　無償とする。

(e）各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は１円以上で取締役

会が定める額とする。

(f）新株予約権の譲渡制限

　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要すること

とする。

(g）新株予約権の行使条件

　大規模買付者を含む特定株主グループに属する者（当社の株券等を取得

または保有することが当社株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認

めたものを除く。）等に行使を認めないこと等を新株予約権行使の条件と

して定めることがある。詳細については、当社取締役会において別途定め
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るものとする。

(h）新株予約権の行使期間等

　新株予約権の行使期間、取得条件その他必要な事項については、取締役

会にて別途定めるものとする。なお、上記（g）の行使条件のため新株予約

権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、

新株予約権１個につき１株を交付することができる旨の条項を定めること

がある。

　大規模買付ルールが遵守されなかった場合の対抗措置は、株主共同の利益を

保護するための相当かつ適切な対応であると考えておりますが、他方、このよ

うな対抗措置により、結果的に、大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者

に経済的損害を含む何らかの不利益を発生させる可能性があります。

　従って、大規模買付ルールを無視して大規模買付行為を開始することのない

ようにあらかじめ注意を喚起いたします。

b．大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

　大規模買付ルールは、当社の経営に影響力を持ち得る規模の当社株式の買付

行為が行われる場合に、株主の皆様に対し、あらかじめ、そのような買付行為

に応じるか否かの判断のために必要となる大規模買付行為に関する情報や現に

当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには必要に応じて

取締役会による代替案の提示を受ける機会を保証することを目的とするもので

す。従って、大規模買付ルールが遵守されている場合、原則として、当社取締

役会は大規模買付行為を阻止するために対抗措置をとるようなことは行わず、

大規模買付行為に応じるかどうかは、大規模買付情報や当社取締役会が提示す

る意見、代替案等をご検討の上、株主の皆様においてご判断いただくことにな

ります。しかしながら、例外的に、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守し

ていても、当社取締役会は、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもた

らすか、または株主共同の利益を著しく損なうと判断した場合、株主共同の利

益を保護するため、独立委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、取

締役全員が出席する当社取締役会において全会一致の決議により、必要かつ相

当な範囲で上記a.「大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合」で述

べた対抗措置をとることがあります。この場合、当社取締役会は、適時適切な

開示を行います。具体的には、大規模買付行為が以下の類型に該当すると認め

られる場合、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすか、または

株主共同の利益を著しく損なう場合に該当するものと考えます。

(a）大規模買付行為が次のいずれかに該当する場合

・株式等を買い占め、その株式等について当社に対して高値で買取りを要

求する行為
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・当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する

等当社の犠牲の下に大規模買付者の利益を実現する経営を行うような行

為

・当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原

資として流用する行為

・当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額

資産等を処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、

一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行

為

(b）強圧的二段階買収（最初の買付けで全株式の買付けを勧誘することなく、

二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付

け等の株式買付けを行うことをいいます。）など株主に株式の売却を事実

上強要するおそれがある買付けを行う場合

c．対抗措置発動の停止等について

　上記a.｢大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合」またはb.｢大規

模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合」において、当社取締役会が具体

的対抗措置をとることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤

回または変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が

判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動

の停止または変更等を行うことがあります。

　このような対抗措置発動の停止を行う場合は、独立委員会が必要と認める事

項とともに速やかな情報開示を行います。

　 ④ 前記②および③の取組みについての取締役会の判断およびその理由

　　イ．当社基本方針の実現に資する取組みについて

　前記②の取組みは、当社の企業価値および株主共同の利益を確保し、向上させる

ことを目的とするものであります。従って、当該取組みは基本方針に沿い、当社の

株主共同の利益に合致するものであり、当社役員の地位の維持を目的とするもので

はございません。

　　ロ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組みについて

　前記③の取組みは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであ

り、当社役員の地位の維持を目的とするものでないと考えております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成29年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

退職給付に係る資産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

15,404,342

5,729,669

4,802,338

1,491,799

225,842

1,721,531

500,143

946,989

△13,971

12,486,550

9,970,921

2,985,420

1,656,901

1,443,848

3,594,816

46,448

243,485

99,862

84,755

15,107

2,415,766

1,320,651

55,594

55,864

793,853

280,736

△90,933

2,078

流 動 負 債 7,533,216

支払手形及び買掛金 1,868,979

一年内償還予定社債 35,000

短 期 借 入 金 2,835,330

一年内返済予定長期借入金 732,454

リ ー ス 債 務 223,690

未 払 法 人 税 等 138,292

繰 延 税 金 負 債 3,126

賞 与 引 当 金 412,440

役 員 賞 与 引 当 金 50,000

そ の 他 1,233,902

固 定 負 債 1,877,054

社 債 57,500

長 期 借 入 金 737,018

リ ー ス 債 務 255,439

繰 延 税 金 負 債 593,195

役員退職慰労引当金 66,614

退職給付に係る負債 31,924

資 産 除 去 債 務 19,604

そ の 他 115,758

負 債 合 計 9,410,271

純 資 産 の 部

株 主 資 本 18,668,057

資 本 金 10,047,063

資 本 剰 余 金 1,586,633

利 益 剰 余 金 8,138,171

自 己 株 式 △1,103,811

その他の包括利益累計額 △330,201

その他有価証券評価差額金 440,116

為替換算調整勘定 △633,019

退職給付に係る調整累計額 △137,297

新 株 予 約 権 10,210

非 支 配 株 主 持 分 134,633

純 資 産 合 計 18,482,699

資 産 合 計 27,892,971 負 債 純 資 産 合 計 27,892,971

(注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 26,494,467

売 上 原 価 18,192,091

売 上 総 利 益 8,302,375

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,587,522

営 　 業 　 利 　 益 2,714,853

営 業 外 収 益

受 取 利 息 8,545

受 取 配 当 金 23,971

ス ク ラ ッ プ 売 却 益 34,234

助 成 金 収 入 5,040

そ の 他 33,114 104,906

営 業 外 費 用

支 払 利 息 35,633

為 替 差 損 71,707

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 4,766

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 53,638

そ の 他 92,140 257,887

経 　 常 　 利 　 益 2,561,872

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2,222

負 の の れ ん 発 生 益 50,325 52,548

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 6,286 6,286

税金等調整前当期純利益 2,608,133

法人税、住民税及び事業税 422,301

法 人 税 等 調 整 額 96,004 518,305

当 期 純 利 益 2,089,828

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △169

親会社株主に帰属する当期純利益 2,089,997

(注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 10,047,063 1,586,633 6,386,048 △503,867 17,515,878

当期変動額

剰余金の配当 △337,875 △337,875

親会社株主に帰属する
当期純利益

2,089,997 2,089,997

自己株式の取得 △599,943 △599,943

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 1,752,122 △599,943 1,152,178

当期末残高 10,047,063 1,586,633 8,138,171 △1,103,811 18,668,057

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 288,204 △524,205 △113,628 △349,629 10,210 15,135 17,191,594

当期変動額

剰余金の配当 △337,875

親会社株主に帰属する
当期純利益

2,089,997

自己株式の取得 △599,943

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

151,911 △108,814 △23,668 19,428 － 119,497 138,925

当期変動額合計 151,911 △108,814 △23,668 19,428 － 119,497 1,291,104

当期末残高 440,116 △633,019 △137,297 △330,201 10,210 134,633 18,482,699

(注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（平成29年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
前 払 費 用
未 収 入 金
関係会社短期貸付金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関係会社株式・出資金
出 資 金
関係会社長期貸付金
前 払 年 金 費 用
敷 金 及 び 保 証 金
入 会 金
保 険 積 立 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

9,342,233
2,823,492
183,933

3,301,392
405,353
73,335
419,288
95,120
921,385
300,886
386,803
431,682
△440

12,827,767
6,941,541
1,539,929

11,271
692,453

0
1,066,903
3,372,875

44,096
214,011
63,621
49,885
13,735

5,822,604
1,137,865
3,082,184

220
3,196,043
927,086
38,269
39,000
30,592
136,643

△2,765,300

流 動 負 債 5,821,089
支 払 手 形 76,648
買 掛 金 1,101,227
短 期 借 入 金 2,685,330
一年内返済予定長期借入金 682,454
リ ー ス 債 務 222,841
未 払 金 420,530
未 払 費 用 136,978
未 払 法 人 税 等 84,166
預 り 金 20,835
設備関係支払手形 7,020
賞 与 引 当 金 274,076
役 員 賞 与 引 当 金 50,000
そ の 他 58,981

固 定 負 債 1,372,965
長 期 借 入 金 677,018
リ ー ス 債 務 253,826
繰 延 税 金 負 債 421,973
役員退職慰労引当金 500
資 産 除 去 債 務 19,604
そ の 他 43
負 債 合 計 7,194,054

純 資 産 の 部
株 主 資 本 14,525,619
資 本 金 10,047,063
資 本 剰 余 金 1,586,633

資 本 準 備 金 1,586,633
利 益 剰 余 金 3,995,733
利 益 準 備 金 80,361
その他利益剰余金 3,915,372

繰 越 利 益 剰 余 金 3,915,372
自 己 株 式 △1,103,811

評価・換算差額等 440,116
その他有価証券評価差額金 440,116

新 株 予 約 権 10,210
純 資 産 合 計 14,975,946

資 産 合 計 22,170,001 負 債 純 資 産 合 計 22,170,001

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 14,417,592

売 上 原 価 10,871,136

売 上 総 利 益 3,546,455

販売費及び一般管理費 2,339,048

営 　 業 　 利 　 益 1,207,407

営 業 外 収 益

受 取 利 息 18,604

受 取 配 当 金 514,810

受 取 賃 貸 料 1,108

受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー 31,318

そ の 他 18,450 584,292

営 業 外 費 用

支 払 利 息 24,061

為 替 差 損 124,673

関係会社貸倒引当金繰入額 145,157

そ の 他 34,865 328,758

経 　 常 　 利 　 益 1,462,940

税 引 前 当 期 純 利 益 1,462,940

法人税、住民税及び事業税 132,861

法 人 税 等 調 整 額 △93,164 39,696

当 　 期 　 純 　 利 　 益 1,423,244

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 10,047,063 1,586,633 1,586,633 46,573 2,863,791 2,910,365

当期変動額

利益準備金の積立 33,787 △33,787 －

剰余金の配当 △337,875 △337,875

当期純利益 1,423,244 1,423,244

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － 33,787 1,051,581 1,085,368

当期末残高 10,047,063 1,586,633 1,586,633 80,361 3,915,372 3,995,733

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △503,867 14,040,194 288,204 288,204 10,210 14,338,609

当期変動額

利益準備金の積立 － －

剰余金の配当 △337,875 △337,875

当期純利益 1,423,244 1,423,244

自己株式の取得 △599,943 △599,943 △599,943

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

151,911 151,911 － 151,911

当期変動額合計 △599,943 485,424 151,911 151,911 － 637,336

当期末残高 △1,103,811 14,525,619 440,116 440,116 10,210 14,975,946

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年５月10日

山一電機株式会社

取 締 役 会　御 中

有限責任監査法人　トーマツ

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岡　本　健一郎 

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 長 塚 　 弦 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、山一電機株式会社の平成28年４月

１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統

制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重

要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有

効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関

連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検

討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。
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監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、山一電機株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算

書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年５月10日

山一電機株式会社

取 締 役 会　御 中

有限責任監査法人　トーマツ

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岡　本　健一郎 

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 長 塚 　 弦 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、山一電機株式会社の平成28

年４月１日から平成29年３月31日までの第62期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査

を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬

による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般

に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に

計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得

るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計

算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査

法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。
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監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産

及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

　以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第62期事業年度の取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の

一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1)監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に

従い、取締役、内部監査部門である業務監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情

報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び

主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につい

ては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて

子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保

するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制

の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部

統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について

定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。また、子

会社の取締役及び使用人等からも必要に応じてその構築及び運用の状況について報告

を受け、説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告の「会社の支配に関する基本方針」に記載されている会社法施行規則第118条

第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議

の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応

じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを

確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品

質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知

を受け、必要に応じて説明を求めました。
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び

に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

(1)事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について

も、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り

方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載

されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったも

のであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地

位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人　有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

(3)連結計算書類の監査結果

　会計監査人　有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

平成29年５月15日

山一電機株式会社　監査役会
常 勤 監 査 役 近　岡　　　伸 
社 外 監 査 役 多　田　郁　夫 
社 外 監 査 役 吉　澤　壽美雄 

以　　上
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株主総会会場ご案内図

会場：東京都大田区南蒲田一丁目20番20号

大田区産業プラザ PiO

４階　コンベンションホール

大田区民
ホール

ニッセイ
アロマスクエア

東京都民銀行

八幡神社

環状８号線

三井住友銀行

バス通り

大
田
区
役
所

東
口

Ｊ
Ｒ
蒲
田
駅

京
急
蒲
田
駅

第
一
京
浜
（
国
道
15
号
線
）東

口

三井住友銀行

東急蒲田駅

至品川 至品川

ロータリー

蒲田東口商店街

京急蒲田あすと(商店街)

呑川バス通り

野村證券

セブンイレブン

セブン
イレブン

ニッセイ
アロマスクエア

東京都民銀行

蒲田四丁目

蒲田駅東口

南蒲田

八幡神社

至羽田空港

※歩道橋

大田区民
ホール

蒲田警察署
蒲田郵便局

至横浜

環状８号線

至横浜

大田区
産業プラザ

PiO

交通機関・京浜急行線「京急蒲田駅」東口より徒歩約３分

・ＪＲ京浜東北線「蒲田駅」東口より徒歩約13分

お願い　会場には駐車場の準備がございませんので、公共交通機関等をご利用く

ださいますようお願い申しあげます。

※　会場にお越しの際は、上記案内図にあります歩道橋をご利用ください。

地図




